
   令和6年度
「神⼾発・優れた技術」
 認定企業募集中！！
（公財）神⼾市産業振興財団は、平成９年度から国内トップレベルにある優れた技術や製

品づくりを⾏う神⼾市内の中⼩企業を「神⼾発・優れた技術」に認定し、全国に発信する

ことにより、認定企業の販路開拓等を⽀援しています。（認定企業数 125社）

公募期間：2024年4⽉15⽇（⽉）〜10⽉31⽇（⽊）

裏⾯もご覧ください！

締  切：2024年10⽉31⽇（⽊）17：00必着！�！

認定メリット

・「神⼾ものづくり中⼩企業展⽰商談会」への費⽤免除

 ※新規認定の初年度に限ります。

・神⼾市産業振興財団HPとSNSでの広報

・神⼾市補助⾦や神⼾市産業振興財団補助⾦の加点

・補助⾦や商談会などの情報提供

・認定企業同⼠の交流会

・認定証と認定プレートの授与

                  など   



認定の対象

認定の対象

所在地� : � 123 �Anywhere �S t . , � Any �C i ty

電話番号� : � 123 -456 -7890

サイト� : �www.rea l l ygreats i te . com

以下の要件を満たすもの

(1) �市内に本社⼜は、主たる事業所を有し、法⼈登記後1年以上

� � � � � �事業を営む中⼩企業であること。

� � � � � � � (中⼩企業基本法の基準による。但し、みなし⼤企業を除く。) �

(2 ) �主たる事業が製造業⼜は情報サービス業等であること。

(3) �国内トップレベルにある「優れた技術」を持つ企業であること。

(4) �公序良俗に反するものでないこと。

(5) �神⼾市税の滞納等をしていないこと。�

審査基準

( 1 ) �得意技術・独⾃技術分野等で国内トップレベルの⾼い技術を有している、

  ⼜は、地域産業の特徴・強み等を活かした技術が⾼いレベルであること。�

(2 ) �上記（1）を適⽤・応⽤した製品の機能・性能・品質等が優れていること。�

(3 ) � I SO9001等の認証取得や技能検定有資格者等を有し、品質管理に優れ、

� � � � � �そのマネージメントシステムが有効に機能していること。

(4) �その製品が、全国的に⾼いシェアを占めていること。

(5) �確⽴された企業倫理をもって、持続的な企業経営を⾏っていること。

(6) �社会・環境へ配慮した経営を⾏っていること。�

応募⽅法

公募要領と応募書類を財団ホームページに掲⽰しています。応募要領を確認

し、応募申請書と添付書類を電⼦メールで事務局にお送り下さい。

�★財団ホームページURL：ht tps : / /kobe - ipc .o r . j p /a rch ives /13623

※「神⼾発・優れた技術」で検索していただくとご覧いただけます！

お問い合わせ・応募書類提出先

（公財）神⼾市産業振興財団 産業イノベーション推進部

神⼾発・優れた技術 事務局

TEL：078 -360 -3208 (⼟⽇祝を除く9:00〜17 :30 )

E -ma i l：innovat ion@kobe - ipc .o r . j p

https://kobe-ipc.or.jp/archives/13623

